
再

掲

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

人

事

課)

一

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

四

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

四

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

四

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成
十
九
年
五
月
十
二
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
四
十
五
号

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一

本
庁
の
表
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
訓
令
第
二
十
号

本

庁

出

先

機

関

福

岡

県

警

察

本

部

福

岡

県

教

育

庁

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局

福
岡
県
議
会
事
務
局

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
二
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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目

次

再

掲

１
の
３
出
納
事
務
局

長

１

地
方
自
治
法
第
百
六
十
八
条
に
定
め
る
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る

事
務
を
掌
理
す
る
。

２

前
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
事
務
に
つ
い
て
、
知
事
の
命
を
受
け
、
出

納
事
務
局
等
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

１
の
３
の
１
会
計
管

理
者

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
六
十
八
条
に
定
め

る
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

１
の
３
の
２
出
納
事

務
局
長

知
事
又
は
会
計
管
理
者
の
命
を
受
け
、
出
納
事
務
局
等
の
事
務
を
掌
理
し
、

所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

�
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�
�

�
�

�
�
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福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程

(

昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
表
一
第
十
四
項
知
事
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
中

｢

又
は
会
計
管
理
者｣

を
削
り
、
同
項
副
知
事
専

決
事
項
の
欄
第
一
号
中

｢

部
長
、｣

の
下
に

｢

会
計
管
理
者
、｣

を
加
え
る
。

別
表
四
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
五

(

第
十
七
条
関
係)
本
庁
等
に
お
け
る
支
出
負
担
行
為
の
確
認
及
び
支
払
決
定
の
専
決

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �

会
計
管
理
者
の
決
裁

事
項

主
務
課
の
課
長

主
務
課
の
副
課
長
等

(

副
課
長
を
置
く
課
に
あ
つ
て
は

副
課
長

(

副
課
長
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
事

務
を
担
当
す
る
副
課
長
。
以
下
同
じ)

、
そ
の
他
の
課

に
あ
つ
て
は
課
長
補
佐

(

課
長
補
佐
が
二
人
以
上
あ
る

と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
課
長
補
佐
。
以
下
こ

の
表
中
同
じ
。)

を
い
う
。
以
下
こ
の
表
中
同
じ
。)

部
長
の
決
裁
事
項

局
を
置
く
部
に
あ
つ

て
は
局
の
所
掌
事
務

に
つ
い
て
は
局
長
、

そ
の
他
の
事
務
に
つ

い
て
は
部
次
長
、
局

を
置
か
な
い
部
に
あ

つ
て
は
部
次
長

主
務
課
の
課
長

出
納
事
務
局
長
の
決

裁
事
項

主
務
課
の
課
長

主
務
課
の
副
課
長
等

部
長
の
決
裁
事
項

局
を
置
く
部
に
あ
つ

て
は
局
の
所
掌
事
務

に
つ
い
て
は
局
長
、

そ
の
他
の
事
務
に
つ

い
て
は
部
次
長
、
局

を
置
か
な
い
部
に
あ

つ
て
は
部
次
長

主
務
課
の
課
長

会
計
管
理
者
の
決
裁

事
項

出
納
事
務
局
長

主
務
課
の
課
長

出
納
事
務
局
長
の
決

裁
事
項

主
務
課
の
課
長

主
務
課
の
副
課
長
等

(

副
課
長
を
置
く
課
に
あ
つ
て
は

副
課
長

(

副
課
長
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
事

務
を
担
当
す
る
副
課
長
。
以
下
同
じ)

、
そ
の
他
の
課

に
あ
つ
て
は
課
長
補
佐

(

課
長
補
佐
が
二
人
以
上
あ
る

と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
課
長
補
佐
。
以
下
こ

の
表
中
同
じ
。)

を
い
う
。
以
下
こ
の
表
中
同
じ
。)

区

分

出
納
事
務
局
長

セ
ン
タ
ー
課
長

(

総
務
事
務
セ

ン
タ
ー
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
副
課

長)

一般の支出に係るもの

１

委
託
料

三
、
○
○
○
万
円
以
上

四
、
○
○
○
万
円
未
満

三
、
○
○
○
万
円
未
満

２

使
用
料
及
び
賃
借
料

三
、
○
○
○
万
円
以
上

四
、
○
○
○
万
円
未
満

三
、
○
○
○
万
円
未
満

３

工
事
請
負
に
係
る
も
の

(

工
事
の
執
行
に
係
る
委

託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借

料
、
工
事
請
負
費
、
公
有

財
産
購
入
費
並
び
に
備
品

購
入
費
を
含
む
も
の
と
し

、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
件
と
す

る
。)

九
、
○
○
○
万
円
以
上

一
億
円
未
満

九
、
○
○
○
万
円
未
満

４

公
有
財
産
購
入
費

八
○
○
万
円
以
上

一
、
○
○
○
万
円
未
満

八
○
○
万
円
未
満

５

備
品
購
入
費

二
、
○
○
○
万
円
以
上

二
、
○
○
○
万
円
未
満

６

負
担
金
、
補
助
及
び
交

付
金

三
、
○
○
○
万
円
以
上

四
、
○
○
○
万
円
未
満

三
、
○
○
○
万
円
未
満

７

貸
付
金

一
、
○
○
○
万
円
以
上

二
、
○
○
○
万
円
未
満

一
、
○
○
○
万
円
未
満

８

投
資
及
び
出
資
金

八
○
○
万
円
以
上

一
、
○
○
○
万
円
未
満

八
○
○
万
円
未
満

９

積
立
金

五
、
○
○
○
万
円
以
上

一
億
円
未
満

五
、
○
○
○
万
円
未
満
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項

区

分

出
納
事
務
局
長

セ
ン
タ
ー
課
長

(

総
務
事
務
セ

ン
タ
ー
に
係
る

も
の
に
あ
つ
て

は
総
務
事
務
セ

ン
タ
ー
の
副
課

長)

総
務
事
務
セ
ン

タ
ー
の
副
課
長

総
務
事
務
セ
ン

タ
ー
の
当
該
事

務
を
担
当
す
る

企
画
主
幹
及
び

企
画
主
査

１

報
酬
、
給
料
、

職
員
手
当
等
、
共

済
費
、
災
害
補
償

費
、
恩
給
及
び
退

職
年
金
、
賃
金

全
額

２

旅
費

外
国
旅
行
に
係

る
も
の
。

内
国
旅
行
に
係

る
も
の
。

３

報
償
費

六
○
○
万
円
以

上

二
○
万
円
以
上

六
○
○
万
円
未

満

二
○
万
円
未
満

４

交
際
費

八
○
万
円
以
上

二
○
万
円
以
上

八
○
万
円
未
満

二
○
万
円
未
満

５

需
用
費

食
糧
費

八
○
万
円
以
上

二
○
万
円
以
上

八
○
万
円
未
満

二
○
万
円
未
満

そ
の
他
の

経
費

一
○
万
円
以
上

一
○
万
円
未
満

６

役
務
費

一
○
万
円
以
上

一
○
万
円
未
満

７

委
託
料

二
、
○
○
○
万

円
以
上

二
、
○
○
○
万

円
未
満

８

使
用
料
及
び
賃

借
料

一
○
万
円
以
上

一
○
万
円
未
満

一

一般の支出に係るもの

９

工
事
請
負
に
係

る
も
の

(

工
事
の

執
行
に
係
る
委
託

料
、
使
用
料
及
び

賃
借
料
、
工
事
請

負
費
、
原
材
料
費

、
公
有
財
産
購
入

八
、
○
○
○
万

円
以
上

八
、
○
○
○
万

円
未
満

費
、
備
品
購
入
費

並
び
に
補
償
、
補

填
及
び
賠
償
金
を

含
む
も
の
と
し
、

そ
れ
ぞ
れ
を
一
件

と
す
る
。)

10

原
材
料
費

一
、
○
○
○
万

円
以
上

一
、
○
○
○
万

円
未
満

11

公
有
財
産
購
入

費

五
○
○
万
円
以

上

五
○
○
万
円
未

満

12

備
品
購
入
費

八
○
○
万
円
以

上

一
○
万
円
以
上

八
○
○
万
円
未

満

一
○
万
円
未
満

13

負
担
金
、
補
助

及
び
交
付
金

四
、
○
○
○
万

円
以
上

一
、
○
○
○
万

円
以
上
四
、
○

○
○
万
円
未
満

一
、
○
○
○
万

円
未
満

14

扶
助
費

一
○
○
万
円
以

上

一
○
○
万
円
未

満

15

貸
付
金

二
、
○
○
○
万

円
以
上

二
、
○
○
○
万

円
未
満

16

補
償
、
補
填て

ん

及

び
賠
償
金

三
○
○
万
円
以

上

五
○
万
円
以
上

三
○
○
万
円
未

満

五
○
万
円
未
満

17

償
還
金
、
利
子

及
び
割
引
料

一
、
○
○
○
万

円
以
上

一
○
○
万
円
以

上
一
、
○
○
○

万
円
未
満

一
○
○
万
円
未

満

18

投
資
及
び
出
資

金

三
○
○
万
円
以

上

三
○
○
万
円
未

満

19

積
立
金

全
額

20

寄
附
金

四
○
○
万
円
以

上

二
○
万
円
以
上

四
○
○
万
円
未

満

二
○
万
円
未
満

21

公
課
金

一
○
○
万
円
以

上

一
○
○
万
円
未

満



附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則

(

昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
イ
甲
表
中

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
五
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
五
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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繰
出
金

二
、
○
○
○
万

円
以
上

八
○
○
万
円
以

上
二
、
○
○
○

万
円
未
満

一
○
○
万
円
以

上
八
○
○
万
円

未
満

一
○
○
万
円
未

満

二

資
金
前
渡
に
係
る
も
の

第
一
項
に
掲
げ

る
範
囲
の
額

第
一
項
に
掲
げ

る
範
囲
の
額

第
一
項
に
掲
げ

る
範
囲
の
額

第
一
項
に
掲
げ

る
範
囲
の
額

三

繰
替
払
に
係
る
も
の

四

過
年
度
支
出
金
に
係
る
も

の

五

戻
入
金
に
係
る
も
の

全
額

六

歳
入
歳
出
外
現
金
に
係
る

も
の

全
額

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

土
木
審
議
監

土
木
審
議
監

会
計
管
理
者

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

土
木
審
議
監

部
長

技
監

出
納
事
務
局
長

土
木
審
議
監

部
長

会
計
管
理
者

技
監

出
納
事
務
局
長



別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中

｢

部
長｣

を

｢

部
長

会
計
管
理
者｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
五
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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